
 

「長崎国際大学同窓会薬学部門 卒業生奨励賞に関する規程」 

 

（目的と名称） 

第 1条  

この規程は、長崎国際大学同窓会薬学部門 卒業生奨励賞の取り扱いについて定める。 

2. 近年、薬剤師はチーム医療において、医師の負担を分散し安全で安心できる薬物療法を

提供するため、高度な知識・技能を活用し、処方提案・設計に参画することで薬物療法

の安全性と有効性の確保に責任をもって行動することが求められている。 

「長崎国際大学同窓会薬学部門」（以下、本会という。）は、より高度で専門的な知識を

有する薬剤師を目指す本学部卒業生について、認定薬剤師取得の奨励及び意欲向上を目

的とし、条件を満たした場合に奨励賞を贈呈する。但し、本規程はあくまで認定取得に

より厳しい条件が課せられている認定資格取得者に対する賞の贈呈を目的とするもので

あり、奨励賞の対象とならない認定資格取得についても大いに推奨する。 

3. 名称を「卒業生奨励賞」とする。 

 

（財源） 

第 2条  

本会の年度予算を財源とし、原則、当該年度の予算上可能な限りにおいて贈呈を行う。 

但し、予算の上限を超えた場合であっても本会役員会で協議し承認された場合はこの限

りでない。 

 

（認定資格の区分） 

第 3条 

各団体の認定資格取得要件は一律でない。本会では、認定取得に要する労力（実務経

験、症例報告、学会発表・学術論文投稿、認定試験等）について点数化し、その合計点

に基づき A、B、C（Cは対象外）の 3つに区分する。（点数の算出方法については別紙

参照） 

また、認定薬剤師を有することを取得条件とする専門薬剤師については奨励賞の対象外

とする。（但し、認定薬剤師が存在せず専門薬剤師のみである場合を除く） 

なお、新たに設立された認定制度については、申請があった時点で上記点数の算出方法

に従い区分、本会役員会が審査・承認する。 

 

（奨励賞の贈呈） 

第 4条  

奨励賞は、本会役員会が応募案件を審査し贈呈する。 

2. 贈呈対象者 

本会の会員（特別会員を除く）であり、別紙 2に定める区分 A、Bのいずれかの認定資

格を取得した者で、本会役員会が審査・承認したものについて、次項に規定する額を贈

呈する。なお、本奨励賞を授与される者は、本会のホームページ等で紹介されることに

同意したものとする。また、複数の認定取得に対する申請や過去に遡っての申請も可能

とするが、同一の認定資格への奨励賞の贈呈は 1回限りとし、認定失効後の再取得への

贈呈は認めない。 

3. 申請方法 

奨励賞を希望する者は、「卒業生奨励賞 給付申請書」に各団体が発行した認定証の写し

を添えて申請を行う。 



 

 

4. 贈呈内容 

賞状および副賞として区分に応じた金額の QUOカードを贈呈する。 

区分 A 10,000円 

区分 B 5,000円 

5. 贈呈方法 

長崎国際大学同窓会薬学部門会長より贈呈される。 

但し、会長に事故があるときは、副会長が代行することができる。 

 

（規程の改正） 

第 4条 

この規程に関する改定は、本会役員会において行う。 

 

附則  

平成 30年 04月 01日 施行 

令和 01年 07月 01日 改定 



 

（別紙様式 1） 

 

 

卒業生奨励賞 給付申請書 

 

長崎国際大学同窓会薬学部門会長 殿 

令和  年  月  日 

 

卒業生奨励賞について、下記のとおり申請いたします。 

なお、該当申請書及び添付書類の記載内容に相違ありません。 

 

 

学 籍 番 号  氏 名
フリガナ

 印  

所属施設名称  

住 所 
〒   － 

 

 

 

※必要書類は、まとめて会計担当理事まで持参するか郵送してください。 

 

宛先：〒859－3298  長崎県佐世保市ハウステンボス町 2825番 7 

長崎国際大学 同窓会薬学部門 会計担当理事  宛 

（会計担当理事はホームページ内に記載しております）  

    

 

受付処理欄 

受付日：令和  年  月  日 

 

 

【執行部承認欄】 

会長 副会長 副会長 会計担当理事 

    

 

取得年月日 

 

令和  年  月  日 

 

認定資格 

 

 

 



 

（別紙２） 

■奨励賞の対象となる認定薬剤師 

区分 A 

団体名称 認定制度 

日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師、感染制御認定薬剤師 

HIV感染症薬物療法認定薬剤師、精神科薬物療法認定薬剤師 

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 

日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 

日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法認定薬剤師 

日本臨床救急医学会 救急認定薬剤師 

日本医療薬学会 認定薬剤師 

区分 B 

団体名称 認定制度 

日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師 

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 

日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士 

日本リウマチ財団 リウマチ財団登録薬剤師（認定取得条件が変更された平成 28年 10

月 1 日以降に取得した者に限る） 

日本褥瘡学会 日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師 

日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士 

日本中毒学会 認定クリニカル・トキシコロジスト 

日本医薬品情報学会 医薬品情報専門薬剤師 

日本臨床薬理学会  日本臨床薬理学会認定 CRC、日本臨床薬理学会認定薬剤師 

区分 C（対象外）※日本医療薬学会・日本臨床薬理学会の指導薬剤師は除外 

団体名称 認定制度 

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師、漢方薬・生薬認定薬剤師 

日本病院薬剤師会 生涯研修履修認定薬剤師、日病薬病院薬学認定薬剤師 

日本骨粗鬆症学会 骨粗鬆症マネージャー 

日本臨床栄養協会 NR・サプリメントアドバイザー 

日本プライマリ・ケア連合学会 プライマリ・ケア認定薬剤師 

日本医療情報学会 医療情報技師、上級医療情報技師 

日本禁煙学会 日本禁煙学会認定指導者 

日本アンチ・ドーピング機構 公認スポーツファーマシスト 

日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師 

日本在宅薬学会 在宅療養支援認定薬剤師 

 (認定薬剤師取得が条件となっている専門薬剤師は対象外とする)  

団体名称 認定制度 

日本臨床薬理学会 日本臨床薬理学会指導薬剤師 

日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師、がん専門薬剤師 

日本病院薬剤師会 感染制御専門薬剤師、HIV 感染症専門薬剤師 

精神科専門薬剤師、妊婦・授乳婦専門薬剤師 

日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法専門薬剤師 

日本禁煙学会 日本禁煙学会認定専門指導者 

 


